
市 議 会 だ よ り （8）第２７０号 2025年（令和７年）５月10日

【視察内容】
　姫路市では、市民に対する積極的な議会活動の情報公開及び情報発信に努めるため、定例会における
広報活動、議会ＰＲ動画の制作、ＳＮＳにおいてはフェイスブックに加え、令和６年第１回定例会より
ＬＩＮＥでの情報発信などを行っているほか、表紙にサンリオのキャラクターを採用した「議会報ひめ
じ」を発行するなど、特色のある議会広報の取り組みを実施している。また、市民に開かれた分かりや
すい議会、信頼される議会を目指し、その一環として、「高校生と姫路市議会との座談会」などを開催し
ている。

【視察内容】
　加古川市では、市民の議会への関心を深めてもらうため、Ａ４冊子の両面２色刷りで発行している「議
会だよりかこがわ」の表紙に児童の作成した絵画等を掲載し、町内会・自治会を通じての全戸配布を行
っているほか、毎月常任委員会を開催していることから、１カ月の議会の動きをまとめた「ぎかい月報」
を発行し、全議員、庁内、市内団体等に配布するなどの取り組みを行っている。また、市議会のホーム
ページにおいて、「加古川市議会キッズページ」を作成し、分かりやすく市議会の活動を知らせる取り組
みを行っている。

【日　程】
　令和７年１月28日～29日

【視察地】
　姫路市、加古川市

【視察地及び視察項目】
　姫路市
　　高校生議会及び議会広報に
　　関する取り組み
　加古川市
　　議会広報に関する取り組み
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市民広場

災害対応訓練を実施できないか
使用可能か関係部署と協議していく

加古川市

姫 路 市

竹 内 清 海 議 員 の 資 格 決 定 の 件

■資格審査特別委員会設置の経緯
　令和６年４月26日、竹内清海議員が議長に対し、自身に地方自治法第92条の２（兼業禁止規定）に抵触するとの疑義が生

じているとして、同条の規定に該当するかどうかについて決定するよう求める資格決定要求書を提出したことに伴い、委員

会条例第７条第１項の規定により、資格審査特別委員会が設置されました。また、同日の本会議において、本特別委員会に

同法第98条第１項及び第100条第１項に係る検査・調査権（いわゆる100条調査権）が付与されました。

※�　市議会議員は、地方自治法第92条の２（兼業禁止規定）の規定に該当する場合には、同法第127条第１項の規定により議

員の資格を失います。

■資格審査特別委員会での審査の経過及び結果
　本特別委員会では15人の委員により約１年にわたり全12回の審査が行われ、令和６年12月９日に開かれた委員会において、

採決の結果、竹内清海議員は地方自治法第92条の２（兼業禁止規定）の規定に該当せず、議員資格を有するものと決定され

ました。

■本会議で議員資格を有すると決定
　令和７年３月６日の本会議において、委員長より委員会審査の経過及び結果が報告され、採決を行いました。

　出席議員38人による採決の結果、議員資格を有すると決定することについて賛成23票、反対15票となり、竹内清海議員は

議員資格を有するものと決定しました。

委 員 長　細 田 　 伸 一　 副委員長　越 川 　 雅 史

委　　員　丸 金 ゆ き こ　 国 松 ひ ろ き　 とくたけ純平　 西 村 　 　 敦　 中 村 よ し お　 石原たかゆき　 廣 田 　 德 子

　　　　　に し む た 勲　 堀 内 し ん ご　 宮 本 　 　 均　 小 泉 　 文 人　 石原よしのり　 松 永 　 鉄 兵

（名簿は令和７年３月６日現在のものです。）


